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 研究結果  

 
本研究は、日本における入札談合の規制を中心に、これまで日本政府によ

り行われてきた入札談合防止策とその成果を研究しています。本研究の主要
な内容は以下の部分から構成されます。 

「初めに」では、日本において、近年多くの入札談合事件が摘発された状
況を紹介し、日本で行われた入札談合防止対策を整理し、これに近年中国で
行われた入札談合立法と比較し、日中両国が入札談合の問題を直面する現状
を指摘します。 

「一、日本における入札談合事件」では、これまで摘発された多くの入札
談合事件を取上げ、公共建築事業において入札談合事件が多発し、いわゆる
官僚が入札談合を参与する状況を概説します。 

「二、入札談合を形成する社会制度と文化的背景」では、日本における入
札談合制度、とりわけ指名入札制度が入札談合を助長させる主要な原因であ
ることを指摘する。また、日本社会において、政治家、官僚と建設企業の間
に、いわゆる「鉄の三角」関係が長らく存在し、日本民間でも談合を容認す
る文化があることを指摘します。 

「三、談合入札及び官製談合入札の防止策」では、日本において、2001年
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（適正化法）」と20
03年「入札談合関与行為の排除及び防止に関する法律（官製談合防止法）を
中心に、日本の入札談合防止対策を分析する。また、2006年以来、日本独占
禁止法改正によりリニエンシー制度の導入や、課徴金の対象拡大などの諸政
策も分析し、日本における入札談合防止対策の強化を検討します。 

「四、日本における入札談合防止対策の成果」では、日本における独占禁
止法、官製談合防止法、適正化法、斡旋利得処罰法及び刑法が共に公共事業
の入札談合を規制する法体制の成立を議論します。 
 「五、終わりに」では、日本における入札談合防止法対策の経験を分析す

ることによって、中国における入札談合防止策の構築に資することを論説す

る。 

今後、助成取得者は、こういった研究成果を中国国内の学術研究会で発表

し、中国における入札談合防止策を提言して行きたいと考えております。 
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